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犬山市議会第５４号議案  

 

   犬山市手数料条例の一部改正について  

 

 犬山市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるもの

とする。  

 

  令和８年６月５日提出  

 

                   犬山市長  原   欣  伸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （説  明）  

 この案を提出するのは、多機能端末機による納税証明書及び課税に

関する証明書の交付に係る手数料の額を定めるため必要があるからで

ある。  
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   犬山市手数料条例の一部を改正する条例  

 

 犬山市手数料条例（平成１２年条例第１１号）の一部を次のように

改正する。  

 別表第８項証明等手数料の表中  

「  

納税証明書

交付手数料  

１件  ２００円  

課税に関す

る証明書交

付手数料  

１件  ２００円  

                              」  

を  

「  

納税証明書

交付手数料  

１件  ２００円（多機能端末機（市の電子計算

組織と電気通信回線により接続された端

末機で、自動的に証明書等を交付する機

能を有するものをいう。以下同じ。）に

よる交付の場合にあっては、１００円）  

課税に関す

る証明書交

付手数料  

１件  ２００円（多機能端末機による交付の場

合にあっては、１００円）  

                              」  

に、  

「  

２００円（多機能端末機（市の電子計算

組織と電気通信回線により接続された端

末機で、自動的に証明書等を交付する機

能を有するものをいう。以下同じ。）に  
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よる交付の場合にあっては、１００円）  

                     」  

を  

「  

２００円（多機能端末機による交付の場

合にあっては、１００円）  

                     」  

に改める。  

   附  則  

 この条例は、令和８年１０月１日から施行する。  
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○犬山市手数料条例の一部改正のための新旧対照表 

新（改正後） 旧（改正前） 

別表（第３条関係） 

 １～７  略 

 ８ 証明等手数料 

事務 名称 単位 金額 備考 

 地方税法（昭和

２５年法律第２２

６号）第２０条の

１０の規定に基づ

く徴収金又は国民

健康保険税に関す

る事項についての

証明書の交付 

納税

証明

書交

付手

数料 

１件 ２００円（多機能

端末機（市の電子

計算組織と電気通

信回線により接続

された端末機で、

自動的に証明書等

を交付する機能を

有するものをい

う。以下同じ。）

による交付の場合

にあっては、１０

０円） 

用紙１枚をも

って１件とす

る。 

 個人市・県民税

については所得状

況、税額及び地方

税法第２９５条の

非課税に関する事

項並びに固定資産

税及び都市計画税

については価格、

課税標準額に関す

る事項についての

証明書の交付 

課税

に関

する

証明

書交

付手

数料 

１件 ２００円（多機能

端末機による交付

の場合にあって

は、１００円） 

１年度１税目

１納税義務者

をもって１件

（併せて賦課

し、徴収する

税目にあって

は、１税目と

する。）とす

る。なお、土

地は１筆、家

屋は１棟を１

件とする。 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

別表（第３条関係） 

 １～７  略 

 ８ 証明等手数料 

事務 名称 単位 金額 備考 

 地方税法（昭和

２５年法律第２２

６号）第２０条の

１０の規定に基づ

く徴収金又は国民

健康保険税に関す

る事項についての

証明書の交付 

 

 

 

 

納税

証明

書交

付手

数料 

１件 ２００円 用紙１枚をも

って１件とす

る。 

 個人市・県民税

については所得状

況、税額及び地方

税法第２９５条の

非課税に関する事

項並びに固定資産

税及び都市計画税

については価格、

課税標準額に関す

る事項についての

証明書の交付 

課税

に関

する

証明

書交

付手

数料 

１件 ２００円 １年度１税目

１納税義務者

をもって１件

（併せて賦課

し、徴収する

税目にあって

は、１税目と

する。）とす

る。なお、土

地は１筆、家

屋は１棟を１

件とする。 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 
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新（改正後） 旧（改正前） 

 住民基本台帳

法（昭和４２年

法律第８１号）

第 １ ２ 条 第 １

項、第１２条の

２第１項、第１

２ 条 の ３ 第 １

項、第２項及び

第８項並びに第

１２条の４第１

項の規定に基づ

く住民票の写し

の交付 

住民

票の

写し

交付

手数

料 

１件 ２００円（多機能

端末機による交付

の場合にあって

は、１００円） 

 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

 ９～１１  略 

 住民基本台帳

法（昭和４２年

法律第８１号）

第 １ ２ 条 第 １

項、第１２条の

２第１項、第１

２ 条 の ３ 第 １

項、第２項及び

第８項並びに第

１２条の４第１

項の規定に基づ

く住民票の写し

の交付 

住民

票の

写し

交付

手数

料 

１件 ２００円（多機能

端末機（市の電子

計算組織と電気通

信回線により接続

された端末機で、

自動的に証明書等

を交付する機能を

有するものをい

う。以下同じ。）

による交付の場合

にあっては、１０

０円） 

 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

 ９～１１  略 

 

 


